
会議の結果 

 

件 名 令和５年３月定例教育委員会 

日 時 令和５年３月 16 日（木） 午後２時 10 分～午後３時 25 分 

場 所 田辺市民総合センター ４階交流ホール 

出席者 〇教育長・教育委員 

 佐武教育長、森委員、髙橋委員、碓井委員 

○職員 

 前川教育次長、岡本教育総務課長、瀬田学校教育課長、小松学校教育課参事 

鈴木給食管理室長、狼谷生涯学習課長､中野スポーツ振興課長、吹揚文化振興課長 

中川文化振興課参事、谷本芳養児童センター長、出口末広児童館長、田中天神児童館長 

松川図書館長、千品美術館長、濱窄龍神教育事務所長、村本中辺路教育事務所長 

高根大塔教育事務所長、小守本宮教育事務所長、撫養青少年センター長 

北山教育総務課庶務係長、吉田教育総務課事務員 

 

 

１．開会 

佐武教育長が開会のあいさつと以下の報告を行った。 

・傍聴人１名の申し出 

・議案、報告事項の件数（議案６件、報告事項９件） 

 

 

２．会議録署名委員の指名 

会議録署名委員に高橋委員が指名された。 

 

 

３．議件 

◎議案第１号 「令和５年度田辺市教育行政基本方針（案）について」（教育総務課） 

【教育総務課長】 

令和５年度の田辺市教育行政基本方針（案）についてご説明します。 

 

（ 会議資料に基づき説明 ） 

 

 【教育長】 

   それでは、ご審議をお願いします。 

 

（ 森委員から出席委員に意見を求めたところ、特段の意見等はなし ） 

 



【教育長】 

審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 

 

◎議案第２号 「令和５年度各課活動方針（案）について」（各課） 

 【教育総務課長】 

   教育総務課、学校教育課、給食管理室、生涯学習課、スポーツ振興課、文化振興課、児童館、図書

館、美術館、龍神教育事務所、中辺路教育事務所、大塔教育事務所、本宮教育事務所の令和５年度活

動方針（案）について、各課長からご説明します。 

 

 （ 会議資料に基づき説明 ） 

 

 【教育長】 

   それでは、ご審議をお願いします。 

 

【森委員】 

   質問ではありませんが、３点ございます。１点目は教育総務課の施設整備に関することで、今まで

耐震化をしていただいておりますが、今度はバリアフリー化ということで特に学校はバリアフリー

化が進んでいない部分が多く、私も現役の時に総務課に色々とご相談したのですが、予算の都合もあ

りますので、今すぐにという訳では無く、控えていただいて、今後ともよろしくお願いします。２点

目は学校教育課の農業体験学習の充実について、以前総合教育会議で農業体験学習や森林環境、ＧＩ

ＧＡスクール等について詳しくご報告いただいて、５年度の取組みではありますが、非常にしっかり

と構築されていると感じました。また、新しい負担にならないような形でという説明をいただけてい

るので、おそらくこれに合わせて他の課でも同じようにきちっとした構築をされていると思います。

総合会議の際に、そういった知識をいただきましたので、今回の説明はよく分かりましたし、具体的

に取り組まれているという風に感じました。３点目はコロナ禍での家庭教育への踏込みについて、各

児童館や各事務所の果たす役割が大きくなると思います。また来年度もよろしくお願いします。 

 

 【碓井委員】 

   給食管理室活動方針について、コロナが流行する前までは、給食の未納率が解消されてきていま

したが、コロナ禍において未納率が増えたということはないのでしょうか。 

 

【給食管理室長】 

   コロナによって大きく未納率が増加するということはございません。コロナ以前と同程度の水準

となっております。 

 

【髙橋委員】 

   児童館活動方針の人権教育の推進について、子どもの進路の保障を支援するための取り組みをよ



り進めるとありますが、実際に保護者等から進路のことで相談されたりしましたか。 

 

【天神児童館長】 

   保護者の方からの相談は定期的にいただいております。天神児童館では昨年度からそういった相

談に対応できる人員を配置して対応できるように備えております。また、ここでいう子どもの進路は

広義の意味で様々な児童館活動を通じて、生きる力を身につけていただくといった目的で書かせて

いただいております。 

 

 （ このほか、教育長から出席委員に意見を求めたところ、特段の意見等はなし ） 

 

 【教育長】 

   審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 

 

◎議案第３号 「田辺市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日について」（教育総務課） 

 【教育総務課長】 

   田辺市稲成公民館の新築工事に伴い、公民館の位置を「稲成町 823 番地」から「稲成町 2779 番地

の 3」に改正することについて、供用開始日が令和５年４月１日となったことに伴い、条例の施行日

を同日とするものです。ご審議をお願いします。 

 

（ 教育長から出席委員に意見を求めたところ、特段の意見等はなし ） 

 

 【教育長】 

   審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 

 

◎議案第４号 「田辺市社会教育委員の委嘱について」（生涯学習課） 

【生涯学習課長】 

   田辺市社会教育委員について、現在の委員が今月末で任期が終了となることから新たに委嘱する

ことになります。任期は令和５年４月から２年となっております。今回 13 人の内、３人の委員が交

代することになります。ご審議をお願いします。 

 

（ 教育長から出席委員に意見を求めたところ、特段の意見等はなし ） 

 

 【教育長】 

   審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 

 



◎議案第５号 「田辺市公民館長の任命について」（生涯学習課） 

 【生涯学習課長】 

 田辺市公民館長について、現在の公民館長は今月末で２年任期が終了となることから、新たに任命

するものです。お手元には町内会長さんからの推薦をいただいた方を候補者名簿として提出してお

ります。ご審議をお願いします。 

 

 （ 教育長から出席委員に意見を求めたところ、特段の意見等はなし ） 

 

【教育長】 

   審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 

 

◎議案第６号 「田辺市生涯学習（人権）推進員の委嘱について」（生涯学習課） 

 【生涯学習課長】 

   田辺市生涯学習（人権）推進員の委嘱について、推進員は各公民館において各種団体や機関等と連

携し、住民の人権学習を円滑に進めるために各公民館で２～４名の方を教育委員会が委嘱しており、

地域において公民館長達とともに人権学習活動の企画立案や助言をいただくことになっております。

任期は２年で、各公民館長から候補者として推薦をいただいた方を候補者名簿として提出しており

ます。ご審議をお願いします。 

 

 （ 教育長から出席委員に意見を求めたところ、特段の意見等はなし ） 

 

 【教育長】 

   審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 

 

４．報告事項 

◎報告第１号 「田辺市修学奨学生選考結果について」 

教育総務課長から報告を行った。 

◎報告第２号 「令和５年度当初校長・教頭・園長会の開催について」 

学校教育課長から報告を行った。 

◎報告第３号 「令和５年度新規採用教職員辞令交付式について」 

学校教育課長から報告を行った。 

◎報告第４号 「令和４年度末・５年度当初の日程について」 

学校教育課長から報告を行った。 

◎報告第５号 「令和５・６年度田辺市スポーツ推進候補者名簿について」 

スポーツ振興課長から報告を行った。 

◎報告第６号 「令和４年度第 17 回市民スポレク祭実施結果について」 



スポーツ振興課長から報告を行った。 

◎報告第７号 「令和４年度第 46 回市民体育祭実施結果について」 

スポーツ振興課長から報告を行った。 

◎報告第８号 「第22回和歌山ジュニア駅伝総合結果及び上位一覧について」 

スポーツ振興課長から報告を行った。 

◎報告第９号 「令和４年度田辺市スポーツ賞受賞者について」 

スポーツ振興課長から報告を行った。 

 

 

５．その他 

◎「市立図書館２月利用状況の報告及びたなべるレターについて」 

図書館長から報告を行った。 

◎「青少年センターだよりについて」 

青少年センター長から報告を行った。 

◎「「第 33 回特別企画展 青木梅岳 熊弥さんの藤白での療養を支えた画家」について」 

文化振興課長から報告を行った。 

 

 

６．閉会 

佐武教育長が閉会のあいさつを行った。 

 


